
令和２(2020)年
12月８日(火)
第161号

令和２（2020）年12月８日　火曜日 （993）

目　　　　　　 次

告　　　　示
○予定保安林…………………………………………………………………………………………………………… 993
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス事業
　者の指定……………………………………………………………………………………………………………… 993
○都市計画事業の認可………………………………………………………………………………………………… 994

公 告
○土地改良事業の工事完了…………………………………………………………………………………………… 994
○公共測量の実施……………………………………………………………………………………………………… 994
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 995
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 995
○都市計画の構想に関する公聴会の開催…………………………………………………………………………… 995
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 996
○都市計画の変更の案の縦覧等……………………………………………………………………………………… 997

告 示
栃木県告示第623号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和₂₆年法律第₂₄₉号）第₃₀条の規定に
より告示する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林予定森林の所在場所
　　那須郡那須町大字高久甲字愛宕前₅₂₂₆︲５（次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的
　　土砂の崩壊の防備
３　指定施業要件

⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐は、択伐による。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須町役場に備え置いて
縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第624号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成₁₇年法律第₁₂₃号）第₂₉条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第₅₁条の規定により次のとおり公示する。
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　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地

₀₉₁₁₃₀₀₄₅₇ K O H A R U 
W e l f a r e 
Ｃｅｎｔｅｒ

那須塩原市共墾
社₁₅₀

一般社団法人
心桜福祉会

那須塩原市共墾
社₁₄₉︲２

令 和 ２
（₂₀₂₀）年
₁1月１日

生活介護

₀₉₁₁₃₀₀₅₉₈ オーガニック
ファーム　ｎ
ａｔｕ－ｌａ

那須塩原市渡辺
２︲７

合同会社ｎａ
ｔｕ－ｌａ

那須塩原市渡辺
２︲７

令 和 ２
（₂₀₂₀）年
₁₁月１日

生活介護

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第625号
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₅₉条第１項の規定により、次の都市計画事業を認可したので、同法
第₆₂条第１項の規定により告示する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　鹿沼市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路事業３・４・₂₁₁号　鹿沼駅東通り及び３・４・₂₀₄号　水神通り
３　事業施行期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日～令和６（₂₀₂₄）年３月₃₁日
４　事業地

⑴　収用の部分
　　栃木県鹿沼市上野町字中上野及び下武子町字宮上野地内
⑵　使用の部分
　　なし

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　◯土地改良事業の工事完了
　土地改良法（昭和₂₄年法律第₁₉₅号）第₁₁₃条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業について工
事完了の届出があったので、同条第２項の規定により公告する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 主 体 名 事 業 名 完 了 年 月 日

間木堀地区土地改良事業共同施行 間木堀地区土地改良（区画整理）事業 令和２（₂₀₂₀）年₁₁月₃₀日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和₂₄年法律第₁₈₈号）第₃₉条において準用する同法第₁₄条第１項の規定により、壬生町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第₃₉条において準用する同法第₁₄条第３項の規定により次のとお
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り公示する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（デジタル撮影（地上画素寸法₁₀㎝））
２　作業地域
　　壬生町
３　作業期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₀月₂₂日から令和３（₂₀₂₁）年３月₂₃日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和₂₄年法律第₁₈₈号）第₃₉条において準用する同法第₁₄条第１項の規定により、芳賀町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第₃₉条において準用する同法第₁₄条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（水準（３級）、数値図化（地図情報レベル₁，₀₀₀））
２　作業地域
　　芳賀町
３　作業期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₁月₃₀日から令和３（₂₀₂₁）年２月₂₈日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和₂₄年法律第₁₈₈号）第₃₉条において準用する同法第₁₄条第１項の規定により、塩谷南那須農業
振興事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第₃₉条において準用する同法第₁₄条第３項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　矢板市、塩谷町
３　作業期間
　　令和２（₂₀₂₀）年８月₁₉日から令和３（₂₀₂₁）年３月₁₅日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の構想に関する公聴会の開催
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₁₆条第１項の規定に基づき、宇都宮都市計画道路３・４・₅₀₂号祖母
井中央通りの変更に関する公聴会を開催するので、都市計画に関する公聴会運営要領（昭和₄₄年栃木県告示
第₆₄₂号。以下「要領」という。）第２条の規定により次のとおり公告し、同条第３号の都市計画の構想に係る
図書を栃木県県土整備部都市計画課、栃木県真岡土木事務所及び芳賀町建設産業部都市計画課において令和２
（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで縦覧に供する。
　なお、要領第３条の規定により、当該都市計画の構想について意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに
知事に意見申出書を提出することができる。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　公聴会の日時及び場所
⑴　日時
　　令和３（₂₀₂₁）年１月₁₃日（水）午後６時₃₀分から
⑵　場所
　　芳賀町祖母井南一丁目６番１号
　　芳賀町農業者トレーニングセンター２階研修室
２　都市計画の構想
　　都市計画の変更に係る構想

種
　
　
別

名 称 位 置 区 域 構 造

番 号 路線名 起 点 終 点 主　な
経過地 延 長 構 造

形 式
車 線
の 数 幅 員

地表式の区間に
おける鉄道等と
の交差の構造

幹
線
街
路

３・４・
₅₀₂

祖母井
中央通
り

芳賀町
大字祖
母井字
行谷

芳賀町
大字祖
母井字
中道

芳賀町
大字祖
母井字
内町

約
₁，₈₅₀m

地表式 ２車線 ₁₇．₀m

３　その他
　縦覧期間満了の日までに、意見申出書の提出がない場合及び意見申出書を提出した者のうちに公述人とな
る意思を有する者がない場合は、公聴会を開催しないものとする。なお、傍聴を希望する者は、公聴会の開
催の有無について、あらかじめ、栃木県県土整備部都市計画課計画担当（電話₀₂₈︲₆₂₃︲₂₄₆₅）又は栃木県
真岡土木事務所企画調査部企画調査課（電話₀₂₈₅︲₈₃︲₈₃₀₄）に問い合わせること。

　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の構想に関する公聴会の開催
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₁₆条第１項の規定に基づき、足利佐野都市計画道路３・５・₁₀₂号家
富町堀込線の変更に関する公聴会を開催するので、都市計画に関する公聴会運営要領（昭和₄₄年栃木県告示
第₆₄₂号。以下「要領」という。）第２条の規定により次のとおり公告し、同条第３号の都市計画の構想に係る
図書を栃木県県土整備部都市計画課、栃木県安足土木事務所及び足利市都市建設部都市計画課において令和２
（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで縦覧に供する。
　なお、要領第３条の規定により、当該都市計画の構想について意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに
知事に意見申出書を提出することができる。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公聴会の日時及び場所

⑴　日時
　　令和３（₂₀₂₁）年１月₁₉日（火）午後６時₃₀分から
⑵　場所
　　足利市有楽町837
　　足利市民会館小ホール
２　都市計画の構想
　　都市計画の変更に係る構想

種
　
　
別

名 称 位 置 区 域 構 造

番 号 路線名 起 点 終 点
主　な
経過地 延 長

構 造
形 式

車 線
の 数 幅 員

地表式の区間に
おける鉄道等と
の交差の構造
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幹
線
街
路

３・５・
₁₀₂

家富町
堀込線

足利市
家富町

足利市
堀込町

足利市
田中町

約
₃，₃₅₀m

地表式 ２車線 ₁₅．₀m

構造形式の内訳 足利市
通２丁
目

足利市
南町

約
₄₈₀m

嵩上式 ₂₂．₀
～

₃₁．₈m

約
₂，₈₇₀m

地表式 ₁₅．₀
～

₂₅．₀m

東武鉄道伊勢崎
線と立体交差
幹 線 街 路３・
３・１号新₅₀号
線と立体交差
幹線街路と平面
交差７箇所

３　その他
　縦覧期間満了の日までに、意見申出書の提出がない場合及び意見申出書を提出した者のうちに公述人とな
る意思を有する者がない場合は、公聴会を開催しないものとする。なお、傍聴を希望する者は、公聴会の開
催の有無について、あらかじめ、栃木県県土整備部都市計画課計画担当（電話₀₂₈︲₆₂₃︲₂₄₆₅）又は栃木県
安足土木事務所企画調査部企画調査課（電話₀₂₈₄︲₄₁︲₄₁₁₉）に問い合わせること。

　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の変更の案の縦覧等
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₂₁条第２項において準用する同法第₁₈条第１項の規定により、都市
計画を変更しようとするので、同法第₂₁条第２項において準用する同法第₁₇条第１項の規定により、次のとお
り公告し、当該都市計画の変更の案を縦覧に供する。
　なお、同法第₂₁条第２項において準用する同法第₁₇条第２項の規定により、関係市町村の住民及び利害関係
人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画の種類及び名称
　　宇都宮都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
　宇都宮市の行政区域の全部、鹿沼市の行政区域の一部、真岡市の行政区域の全部、上三川町の行政区域
の全部、芳賀町の行政区域の全部、壬生町の行政区域の全部及び高根沢町の行政区域の全部
３　縦覧場所

　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県宇都宮土木事務所企画調査部企画調査課、栃木県鹿沼土木事務所
企画調査部企画調査課、栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課、栃木県栃木土木事務所企画調査部
企画調査課、栃木県矢板土木事務所企画調査部企画調査課、宇都宮市都市整備部都市計画課、鹿沼市都市
建設部都市計画課、真岡市建設部都市計画課、上三川町都市建設課、芳賀町建設産業部都市計画課、壬生
町建設部都市計画課及び高根沢町都市整備課
４　縦覧期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅱ
１　都市計画の種類及び名称
　　足利佐野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
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　　足利市の行政区域の全部及び佐野市の行政区域の一部
３　縦覧場所

　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県安足土木事務所企画調査部企画調査課、足利市都市建設部都市計
画課及び佐野市都市建設部都市計画課
４　縦覧期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅲ
１　都市計画の種類及び名称

小山栃木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
　栃木市の行政区域の一部、小山市の行政区域の全部、下野市の行政区域の全部及び野木町の行政区域の
全部
３　縦覧場所

　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課、栃木市都市整備部都市計
画課、小山市都市整備部都市計画課、下野市建設水道部都市計画課及び野木町産業建設部都市整備課
４　縦覧期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅳ
１　都市計画の種類及び名称

西方都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
栃木市の行政区域の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課及び栃木市都市整備部都市
計画課
４　縦覧期間
　　令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅴ
１　都市計画の種類及び名称

粟野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
鹿沼市の行政区域の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県鹿沼土木事務所企画調査部企画調査課、鹿沼市都市建設部都市計
画課、粟野コミュニティセンター、粕尾コミュニティセンター、永野コミュニティセンター及び清州コ
ミュニティセンター
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
Ⅵ
１　都市計画の種類及び名称

日光都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
日光市の行政区域の一部
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３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県日光土木事務所企画調査部企画調査課及び日光市建設部都市計画
課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
Ⅶ
１　都市計画の種類及び名称

大田原都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
大田原市の行政区域の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県大田原土木事務所企画調査部企画調査課及び大田原市建設水道部
都市計画課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
Ⅷ
１　都市計画の種類及び名称

矢板都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
矢板市の行政区域の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県矢板土木事務所企画調査部企画調査課及び矢板市経済建設部都市
整備課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
Ⅸ
１　都市計画の種類及び名称

那須塩原都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
那須塩原市の行政区域の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県大田原土木事務所企画調査部企画調査課及び那須塩原市建設部都
市計画課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
Ⅹ
１　都市計画の種類及び名称

さくら都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
さくら市の行政区域の全部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県矢板土木事務所企画調査部企画調査課及びさくら市建設部都市整
備課都市計画係
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４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅺ
１　都市計画の種類及び名称

那須烏山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
那須烏山市の行政区域の一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県烏山土木事務所企画調査部企画調査課及び那須烏山市都市建設課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

Ⅻ
１　都市計画の種類及び名称

益子都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
益子町の行政区域の全部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課及び益子町産業建設部建設
課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
XIII
１　都市計画の種類及び名称

茂木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
茂木町の行政区域の全部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課及び茂木町建設課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

XIＶ
１　都市計画の種類及び名称

市貝都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
市貝町の行政区域の全部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課及び市貝町建設課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

XＶ
１　都市計画の種類及び名称

塩谷都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域
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変更する部分
塩谷町の行政区域の一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県矢板土木事務所企画調査部企画調査課及び塩谷町建設水道課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

XＶI
１　都市計画の種類及び名称

那須都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
那須町の行政区域の一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県大田原土木事務所企画調査部企画調査課及び那須町建設課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

XＶII
１　都市計画の種類及び名称

那珂川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
那珂川町の行政区域の一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県烏山土木事務所企画調査部企画調査課及び那珂川町建設課

４　縦覧期間
令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで

XＶIII
１　都市計画の種類及び名称

宇都宮都市計画区域区分
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
鹿沼市深津及び真岡市寺内の各一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県鹿沼土木事務所企画調査部企画調査課、栃木県真岡土木事務所企
画調査部企画調査課、鹿沼市都市建設部都市計画課及び真岡市建設部都市計画課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
XIX
１　都市計画の種類及び名称

足利佐野都市計画区域区分
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
足利市県町、下渋垂町、百頭町、大前町、羽刈町及び小曽根町並びに佐野市中町の各一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県安足土木事務所企画調査部企画調査課、足利市都市建設部都市計
画課及び佐野市都市建設部都市計画課
４　縦覧期間
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令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
XX
１　都市計画の種類及び名称

小山栃木都市計画区域区分
２　都市計画を定める土地の区域

変更する部分
　栃木市吹上町、野中町、大塚町、都賀町平川、都賀町升塚及び都賀町家中並びに小山市大字延島並びに
下野市下坪山、花田、絹板及び笹原の各一部
３　縦覧場所

　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課、栃木市都市整備部都市計
画課、小山市都市整備部都市計画課及び下野市建設水道部都市計画課
４　縦覧期間

令和２（₂₀₂₀）年₁₂月８日から同月₂₂日まで
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────


